
１　募集期間　令和５年９月２７日（水）から１０月２２日（日）まで

２　意見提出数　１３団体・個人　２２件

No 分類 御意見の要旨 考え方

1 全体

子育て環境日本一に向かって意欲が
示された条例であり、子どもを育て
る保護者にとって心強い内容である
と評価する。

ご賛同いただきありがとうございま
す。子育て環境日本一・京都の実現
に向けて、取組を進めてまいりま
す。

2 全体

子育て環境日本一・京都の実現とい
うスローガンにより、何を目指そう
としているのか分からない。

本条例は、子育て環境日本一・京都
の実現に向け、社会を構成する各主
体の責務や役割などを規定すること
により、社会全体で子どもを育て、
子育てに伴う喜びや負担、苦労を分
かち合うという、京都府の子どもを
育む文化を創っていくという理念を
府民の皆様と共有していきたいと考
えているものです。

3 全体

この条例を通して、育児疲れの緩和
や虐待防止の観点から、保護者が安
心して預けることができ、子ども自
身も楽しく通えるような居場所が増
えること、また、そのような事業を
継続できるような仕組みや体制が整
備され、そうした取組が地域で認知
されることを望んでいる。

本条例では、前文において、子ども
と子育て世代の孤立化が進んでいる
こと等を踏まえ、社会全体で子育て
に伴う喜びや負担、苦労を分かち合
うことを記載しているほか、事業者
の役割においては、子育て世代の負
担や不安を軽減するためのサービス
の提供又は創出を行うことについて
規定しております。
また、本条例の基本理念において、
子育て支援団体をはじめとする多様
な主体が、適切な役割分担及び効果
的な連携の下に、様々な施策が総合
的に行われることを規定しておりま
す。
さらに、京都府の責務としても施策
の実施に当たっては、そうした多様
な主体と連携及び協働して取り組む
ものとしております。

4 全体

委員の出席者は男性が多い。男性が
多い中で、どれだけのことが決定で
きるのか疑問。男女の数を同数にす
べきではなかったか。

「京都府子育て環境日本一推進条例
（仮称）」検討委員会の委員は、９
名中、女性は３名ですが、多様な分
野から幅広くご意見をいただける有
識者等を選定しております。

「京都府子育て環境日本一推進条例（仮称）」骨子案に対する
意見募集結果
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No 分類 御意見の要旨 考え方

5 前文

前文に、「我が国には、社会全体で
子どもを見守り、支え、ともに育て
る文化が存在している。」と記載し
ているが、「我が国」特有の文化が
あるように見える書きぶりは疑問で
ある。また、そのような文化が国民
性として既に備わっているかのよう
に伝えることにより、積極的な取組
を妨げるメッセージとなってしまう
のではないかと思う。

前提として記載した文化は、我が国
特有のものとして記載したものでは
ありません。本条例では、近年、核
家族化や地域の絆の希薄化等によ
り、子どもや子育て世代の孤立化が
進んでいること等を踏まえ、社会全
体で子育てに伴う喜びや苦労、負担
を分かち合う、子どもを育む文化を
創っていきたいという考えに基づい
て記載したものです。

6
基本理

念

経済的な支援については、生活保護
世帯や非課税世帯でない層への支援
も必要ではないか。

本条例の基本理念においては、府民
一人ひとりの子どもを持つことにつ
いての意思の尊重と希望の成就につ
いて規定することとしております。
個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。

7
責務・
役割

骨子案には賛同する。ただし、子育
て環境の整備には更なる弱者救済の
視点が必要であり、府の責務におい
て福祉政策について明記してはどう
か。

本条例の基本理念においては、子ど
もや子育て世代が孤立しないよう、
社会全体で、子どもや子育て世代を
温かく見守り支えていくことを規定
することとしており、府の責務で
は、こうした基本理念にのっとり、
施策を実施することとしておりま
す。

8
責務・
役割

保護者の責務に子育ての第一義的責
任があることを記載するのは、既に
子育てを頑張っている保護者に負担
感を与えかねない。子育ては保護者
だけでなく、社会全体に責任がある
ことを認識した上で、社会の各主体
を頼り、その環境の中で子どもを育
てるということを明記するべきでは
ないか。

児童の権利に関する条約第18条にお
いても、父母等が児童の養育等につ
いての第一義的な責任を有するとの
定めがあるところ、本条例において
も、その考え方を踏まえたもので
す。
ご指摘を踏まえ、保護者が社会の
様々な主体の支援を活用しながら子
育てを行うことについて、適切な表
現を検討してまいります。

9
責務・
役割

保護者の責務・役割において、京都
府が、保護者が責任を果たせるよう
必要な支援を行うということを明記
してはどうか。

本条例の基本理念においては、子ど
もや子育て世代が孤立しないよう、
社会全体で、子どもや子育て世代を
温かく見守り支えていくことを明記
することとしており、府の責務で
は、こうした基本理念にのっとり、
施策を実施することとしておりま
す。

10
責務・
役割

学校等の責務・役割において、「子
どもが集団での様々な活動を通じ
て、豊かな人間性とたくましく生き
る力を備え成長することができるよ
う」とあるが、様々な状態のお子さ
んが想定されているかどうか、わか
りにくいと感じた。

ご指摘を踏まえ、該当部分について
は、適切な表現を検討してまいりま
す。

2 ページ
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11
責務・
役割

父親の育児参画が進む一方で、母親
の側からは「とるだけ育休」を指摘
する声もあがっている。父親の育児
支援にあたっては、父母の意識や知
識のギャップを埋め、育児のスター
トラインを同時に切ることができる
ような取組を、当事者だけでなく勤
務先の上長や同僚などにも実施する
ことが有効だと考える。

本条例における事業者の責務・役割
として、基本理念にのっとり、「子
育て環境日本一・京都」の取組に対
する理解と関心を深めるとともに、
雇用する従業員の希望に応じた多様
な働き方が実現するよう、仕事と生
活の両立に向け必要となる雇用環境
の整備に努めるよう規定していま
す。

12
責務・
役割

子育て支援における官民の連携・協
働に当たっては、公助と共助を円滑
につないだり、民間事業者のサービ
スや情報を行政が活用し、サービス
の改善に繋げたりすることが有効だ
と考えており、京都府が、そのよう
な連携・協働による先進事例となる
ことで、「子育て環境日本一・京
都」が名実ともに実現されるものと
考える。

本条例における事業者の責務・役割
として、事業者には、事業活動にお
いて、子育て世代の不安や負担を軽
減するためのサービスの提供又は創
出を行うことを規定するとともに、
府は、施策の実施に当たり、事業者
を含め多様な主体と連携及び協働し
て取り組むものとしております。

13
責務・
役割

自治会の責務・役割を新たに設け、
子育てで多忙な時期は、子育て世代
を、会の役から外すなど、配慮につ
いて記載できないか。

本条例の基本理念においては、子ど
もや子育て世代が孤立しないよう、
社会全体で、子どもや子育て世代を
温かく見守り支えていくことを規定
することとしております。

14
不動産
取得税
の減免

不動産取得税の軽減は、子育て環境
日本一の取組とどう関係するのか。

統計上、理想の子ども数を持たない
理由に、子育ての経済的負担が上位
に挙げられることなどを踏まえ、規
定するものです。

15
きょう
と育児
の日

きょうと育児の日の設定は、子育て
環境日本一の取組とどう関係するの
か。

本条例の府民の責務では、基本理念
にのっとり、家庭を築き、子どもを
生み、育てることに対する関心と理
解を深めていただくことを規定して
いるところであり、府民の皆様に、
改めて、子育ての意義、子育てにお
いて家庭が果たす役割や重要性につ
いて認識を深めていただき、家族と
の触れ合いを社会全体で推進するた
めの啓発の取組です。

16
きょう
と育児
の日

きょうと育児の日について、「育
児」に限定せず、子育て全般が対象
であることを明示することが大切で
あり、また、家庭にとどまらず社会
全体でその重要性を改めて認識する
日となるよう工夫が必要であると思
う。
子育て環境日本一となるためには、
日を定めて地道に活動し、社会全体
の意識を変えていく土台を作ってい
くことは重要だと思う。

ご指摘を踏まえ「きょうと育児の
日」については、子育て意義や重要
性などについて、家庭だけでなく社
会全体で認識を深めていける日とな
るよう、適切な表現を検討してまい
りまります。
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17 その他

少子化の一番の要因は不安があるこ
とだと考える。子育てへの不安は、
保育園の選定、家でのしつけ、いじ
め問題、学校での勉強、安心安全の
問題など多岐にわたる。また、特に
経済的な不安については、安定収入
がないと結婚することもできないと
いったことにも繋がる。こうしたこ
とは経済システムの根幹の話であり
京都府だけでは解決できないことで
はあるが、医療費の無償化（軽減
化）、給食費の無償化、保育士の給
与の上乗せ、学童の拡充、ＰＴＡの
適正化、性教育の推進、おむつの無
償化、出産一時金のさらなる加算、
出産までのサポートなど、子育ての
不安を少しでも軽減させるような施
策はできるのではないか。

本条例では、前文において、子ども
と子育て世代の孤立化が進んでいる
こと等を踏まえ、社会全体で子育て
に伴う喜びや負担、苦労を分かち合
うことを記載しているほか、事業者
の責務や役割において、子育て世代
の負担や不安を軽減するためのサー
ビスの提供又は創出を行うことにつ
いて規定しております。なお、個別
施策に関する御意見につきましては
今後の施策検討の際の参考とさせて
いただきます。

18 その他

公園よりも室内で遊べる場所を増や
してほしい。

個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。

19 その他

動物園や科学館などの場所が無料や
割引になってほしい。

個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。

20 その他

給食の無償化を実施してはどうか。 個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。

21 その他

教員の質を上げる必要がある。
また、人権問題や道徳教育に力を入
れるべき。

個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。

22 その他

出産祝い金などの一時金の支給、教
科書や制服代の無償化、出産費用高
騰に対する抑制をお願いしたい。

個別施策に関する御意見につきまし
ては今後の施策検討の際の参考とさ
せていただきます。
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